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平
成　

年
第
１
回

16

南
富
良
野 
町
議
会
臨

時
会
が
２
月
２
日
開

催
さ
れ
、
各
種
委
員
報
酬
の
減

額
な
ど
町
長
提
出
議
案
８
件
を

そ
れ
ぞ
れ
原
案
の
と
お
り
可
決

し
閉
会
し
ま
し
た
。

本
臨
時
会
で
審
議
さ
れ
た
議

案
は
次
の
と
お
り
で
す
。

条
例
の
改
正

条
例
の
改
正

�
議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例

　

議
員
の
旅
費
の
う
ち
、
平
成

　

年
度
か
ら
車
賃
１
キ
ロ
メ
ー

１６ト
ル
当
た
り　

円
を　

円
と
し
、

３７

２０

議
会
や
委
員
会
に
出
席
し
た
場

合
に
支
給
す
る
町
内
日
当
２
千

円
を
１
千
円
に
減
額
、
冬
期
間

に
限
り
宿
泊
し
た
場
合
に
支
給

さ
れ
て
い
た
暖
房
料
６
０
０
円

を
廃
止
、
ま
た
交
通
機
関
を
利

用
し
た
場
合
を
除
く
富
良
野
圏

域
４
市
町
村
ま
で
の
旅
費
は
支

給
し
な
い
よ
う
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

�
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例

　

教
育
委
員
や
監
査
委
員
な
ど

各
種
委
員
の
報
酬
を
、
平
成　
１６

年
度
か
ら
最
大　

％
、
平
均
で

２０

約　

％
減
額
す
る
よ
う
改
正
さ

１０
れ
ま
し
た
。

�
町
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例

　

町
長
と
助
役
の
期
末
手
当
に

つ
い
て
、
６
月
支
給
分
の
「
１

０
０
分
の
２
１
０
」
を
「
１
０

０
分
の
２
０
０
」
と
し
、　

月
１２

支
給
分
の
「
１
０
０
分
の
２
３

０
」
を
「
１
０
０
分
の
２
２
０
」

と
す
る
よ
う
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

�
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与

及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る

条
例

　

教
育
長
の
期
末
手
当
に
つ
い

て
、
６
月
支
給
分
の
「
１
０
０

分
の
２
１
０
」
を
「
１
０
０
分

の
２
０
０
」
と
し
、　

月
支
給

１２

分
の
「
１
０
０
分
の
２
３
０
」

を
「
１
０
０
分
の
２
２
０
」
と

す
る
よ
う
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

�
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

職
員
に
支
給
す
る
期
末
手
当

と
勤
務
成
績
に
応
じ
て
支
給
す

る
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
、
寒

冷
地
手
当
の
支
給
額
に
つ
い
て
、

平
成　

年
度
か
ら
、
次
の
と
お
り

１６

見
直
す
よ
う
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

∧
６
月
支
給
分
∨

給
料
月
額
と
扶
養
手
当
を
合

算
し
た
基
礎
額
に
乗
じ
る
割
合

に
つ
い
て
、
期
末
手
当
の
「
１

０
０
分
の
２
１
０
」
を
「
１
０

０
分
の
１
４
０
」
と
し
、
勤
勉

手
当
「
１
０
０
分
の
６
０
」
を

支
給
す
る
。

∧　

月
支
給
分
∨

１２給
料
月
額
と
扶
養
手
当
を
合

算
し
た
基
礎
額
に
乗
じ
る
割
合

に
つ
い
て
、
期
末
手
当
の
「
１

０
０
分
の
２
３
０
」
を
「
１
０

０
分
の
１
６
０
」
と
し
、
勤
勉

手
当
「
１
０
０
分
の
６
０
」
を

支
給
す
る
。

∧
寒
冷
地
手
当
∨

・
扶
養
親
族
が
３
人
以
上
の
職
員

基
準
額
１
６
３�
７
０
０
円

を
８
１�
８
５
０
円
と
し
、
加
算

額
６
６�
５
０
０
円
を
３
３�
２

５
０
円
と
す
る
。

・
扶
養
親
族
が
１
人
ま
た
は
２

人
の
職
員

基
準
額
１
３
６�
５
０
０
円

を
６
８�
２
５
０
円
と
し
、
加
算

額
６
６�
５
０
０
円
を
３
３�
２

５
０
円
と
す
る
。

・
そ
の
他
の
職
員

基
準
額
５
９�
２
０
０
円
を

２
９�
６
０
０
円
と
し
、
加
算
額

２
２�
２
０
０
円
を
１
１�
１
０

０
円
と
す
る
。

�
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関

す
る
条
例

平
成　

年
度
か
ら
、
税
務
や

１６

伝
染
病
消
毒
作
業
、
水
道
の
塩

素
取
扱
い
、
車
両
運
転
な
ど
、

職
務
の
専
門
性
や
危
険
性
に
応

じ
て
支
給
し
て
い
る
７
種
類
の

特
殊
勤
務
手
当
を
廃
止
し
、
保

健
師
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給

月
額
８�
０
０
０
円
を
６�
０
０

０
円
に
減
額
し
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
の
支
給
率
を
次
の
と
お
り
見

直
す
よ
う
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

・
生
活
指
導
員

給
料
月
額
の
８
％
を
平
成　
１６

年
度
か
ら
６
％
と
し
、
平
成　
１７

年
度
か
ら
は
４
％
、
平
成　

年
１８

度
か
ら
は
２
％
と
す
る
。

・
寮
母

給
料
月
額
の　

％
を
平
成　

１６

１６

年
度
か
ら　

％
と
し
、
平
成　

１４

１７

年
度
か
ら
は　

％
、
平
成　

年

１２

１８

度
か
ら
は　

％
と
す
る
。

１０

・
看
護
師

給
料
月
額
の　

％
を
平
成　

１２

１６

年
度
か
ら　

％
と
し
、
平
成　

１０

１７

年
度
か
ら
は
８
％
、
平
成　

年
１８

度
か
ら
は
６
％
と
す
る
。

�
特
別
職
の
職
員
の
旅
費
条
例

議
会
議
員
と
同
様
に
、
平
成

　

年
度
か
ら
車
賃
１
キ
ロ
メ
ー

１６ト
ル
当
た
り　

円
を　

円
と
し
、

３７

２０

宿
泊
を
伴
う
場
合
に
支
給
す
る

町
内
日
当
２
千
円
を
１
千
円
に

減
額
、
冬
期
間
に
限
り
宿
泊
し

た
場
合
に
支
給
さ
れ
て
い
た
暖

房
料
６
０
０
円
を
廃
止
、
ま
た

交
通
機
関
を
利
用
し
た
場
合
を

除
く
富
良
野
圏
域
４
市
町
村
ま

で
の
旅
費
は
支
給
し
な
い
よ
う

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

�
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

平
成　

年
度
か
ら
、
鉄
道
賃

１６

の
う
ち
道
外
旅
行
に
限
り
支
給

し
て
い
た
グ
リ
ー
ン
料
金
を
廃

止
し
、
特
別
職
の
職
員
と
同
様

に
車
賃
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た

り　

円
を　

円
と
し
、
暖
房
料

３７

２０

６
０
０
円
を
廃
止
、
富
良
野
圏

域
４
市
町
村
ま
で
の
旅
費
は
支

給
し
な
い
よ
う
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

 

各
種
委
員
報
酬　

％
減
額

１０

町
職
員
は
給
料
・
手
当
な
ど
合
計　

％
減
額

１０


